
APIサービスに関する規定の一部改正
新

JAバンクアプJ利用規定

旧

JAバンクアプJ利用規定

(2020年10月 14日疇）
I 

（ 2019年12月 2日疇）
JAパンクアプ）利用規定（以下「本規定」といいます。）は、「JAサービスID利用規定」に定める接続車業者として JAバンクカ屯色 JAパンク冗力）利用規定（以下「本規定」といいます。）は、「JAサービスID利用規定」に定める接続事業者としてJAパンクが提
供する「JA/Cクアプ）」（以下「本冗↑）」といいます。）をご利用い曰訳際の取扱いにつき定めるものです。

第1条（省略）

第2条（本冗力の概要）
本アプJが提供する主なサービスは以下のとおりです。

(1)貯金残高照会
当座貯金、普通貯金、貯吾貯金、通知貯金、定期貯金、堅立茎定期貯金、譲渡性貯金、定期栢金の残高が照会できます。

(2)入出金明細照会
1当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金の入出金明細が照会できます。

供する「JAバンクアカ」（以下「本冗力J」といいます。）をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。

第1条（同左）

第2条（本冗力の概要）
本丁カヵ嘩供する主なサービスは以下のとおりです。

(1)貯金残高照会
当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金、通知貯金、定期貯金、堅立定期貯金、譲渡性貯金、定期栢金の残高が照会できます。

(2)入出金明細照会
1当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金の入出金明細が照会できます。

2本冗灼利用開始以降、入出金明細データを蓄和し、照会可能期間は品大25か月間となります（ただし、JAサービスIDの登 2本冗力）利用開始以降、入出金明細データを密和し、照会可能期間｛討扇大25か月間となります（ただし、JAサービスIDの登
録を解除した場合は吾租したデータの連続性が無くなります。また、JA パンクが合併・店舗統廃合等を行った場合等は、菩栢したデ 録を解除した場合は蚕和したデータの連続性が無くなります。また、JA パンクが合併・店舗統廃合等を行った場合等は、蓄租したデ
ータの運続血憮くなるこ切溺ります）。 ータの連続性が無くなるこ己）渇ります）。

(3)投信残高照会
投臼信託の時価評価額や評価損益、運用損益（ト ータルリタ＝砂等が照会できます。

(4)定期預入明細照会
通知貯金、定期貯金、栢立式定期貯金、定期積金の契約隣報が照会できます。

（新設）

（新設）

(5 ) JAパンクの商品またはサービスに関する情報配信 1 __Ll_LJAパンクの商品またはサービスに関する惜報配信
本アプ）を通じて、JAバンクやJAパンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関する惜報配信（登録いただいたメールアドレス 本アプ）を通じて、JAバンクやJAパンクの提携先等が取り扱う商品また（訳ナービスに関する情報配信（登録いただいたメールアドレス
あてのEメール配信を含む。）を行うことがあります。あらかじめご了承ください。

(6)各種ウェプサイト・アプ）等へのリンク等

あてのEメール配信を含む。）を行うことがあります。あらかじめご了承ください。

(4) 各種ウェプサイト・アプ）等へのリンク等
本プ）から、JA パンクや JA バンク研思努先等が取り扱う商品またはサービスに関するウェブサイトやアプ）等へ遷移することができま 本アプ）から、JA バンクや JA パンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関するウェブサイトやアプ）等へ遷移するこ切てきま
す。 1す。



新 旧

第3条（利用対象者） 第3条（利用対象者）
本アプ）を窃用いただける方は、JAパンクのキャッシゴ］ー唸お持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所 本アプ）をご利用いただける方は、JA バンクのキャyシゴ］ 一 汽：お持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所
定の利用麟を行い、かつJAバンクが当該登録を承諾した本邦居住這人の方のみとします。 1定の利用登録を行い、かつJAバンクが当該登録を承諾した本邦居住の」追型L方のみとします。

第4条～第22条（省略） I第4条～第22条（同左）

以上I 以上

附則 (2020 J革特発第329号）
（実施日）

この規定は、 2020年10月 14_日から実施する＾


